
令和３年度 社会福祉法人 檪山福祉会事業報告書 

 

理事会の開催 

 

 

令和 3 年 5 月 20 日 

 

 

令和２年度 事業報告 ４事業 

令和２年度 決算報告 ４会計 

令和２年度 監事監査報告 

役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程一部変更、それに

伴う定款変更について 

定時評議員会招集について 

理事長の職務執行状況報告 

 

令和 3 年 6 月 4 日 

 

令和３年 理事長の選任及び役員の職務担当の選任について 

定款第２２条第２項に基づく施設長専任について 

理事長の職務執行状況報告、理事及び監事の選任に伴う事務 

手続き等 

理事長の職務執行状況報告 

 

令和 3 年 12 月 17 日 

 

令和３年度 第１次補正予算（案）４会計 

職員給与規程 第２４条 宿直手当変更について 

感染症に伴う４０３号室陰圧室改装工事について 

監事欠員に伴う監事選任について 

評議員会開催、理事長の職務執行状況報告について 

 

令和 4 年 3 月 22 日 

（書面による決議） 

令和３年度 第２次補正予算（案）３会計について 

令和４年度 事業計画 ３事業・予算 ４会計 

臨時評議員会による監事選任報告、理事長の職務執行状況報告 

評議員会の開催 

 

令和 3 年 6 月 4 日 

令和２年度 事業報告 ４事業 

令和２年度 決算報告 ４会計 

監事監査報告 

次期理事及び監事の選任について 

役員及び評議員の報酬及び費用に関する規程一部変更、それに 

伴う定款変更について 

デイサービス運営報告及び現況報告 

 

令和 4 年 2 月 25 日 

(書面による臨時開催) 

監事欠員による監事選任について 

第三者委員の任期半年延長について 

令和 3 年 5 月 11 日 監事監査 

 

 



 

- 

                   令和３年度『ケアハウス梨花苑』事業報告書 

 

 

   （令和３年度）        

     生 活 費      ￥４６，９４０          

    サービス提供費    ￥５７,６００          

    居 住 費      ￥２４,０００ 

   （入居状況） 

       退所者          男性３名、女性６名 

       退所理由        入院、死亡、他施設入居 

       新入居者        男性３名、女性３名 

       利用定員    ５１名（令和4年4月1日現在 男性14名、女性37名） 

   （保守点検状況） 

       防災設備保守点検      ～  年２回   （有限会社カサヤ防災） 

       昇降機等保守点検      ～  月１回   （東芝エレベーター） 

       浄化槽維持管理        ～  月２回   （セコム） 

       非常通報設備          ～  随  時   （セコム） 

       ボイラー、エアコン保守管理   ～   年５回  （セコム） 

       浴槽ろ過設備保守管理         ～   年６回  （セコム） 

       館内清掃業務                 ～    （株式会社ゼスト） 

       空調機器保守管理      ～  年２回   （東京矢崎） 

   （入居者処遇） 

       施設行事 

       令和３年５月５日 ～ 菖蒲湯・夕食プチデザート 

       令和３年７月１日   ～ 移動パン屋販売（きいろいくるまのパン屋） 

       令和３年８月２０日 ～ 納涼食事会（冷やし稲庭うどんと天ぷら） 

       令和３年９月１９日 ～ 敬老祝賀（食事）会 

       令和３年１０月７日 ～ JA野菜・特産品移動販売（毎週木曜日） 

       令和３年１１月１日 ～ 開苑記念祝賀（食事）会 

       令和３年１２月２０日 ～ クリスマス装飾・ビンゴ大会 

       令和４年２月３日 ～  節分（感染防止の為豆まきは中止） 

       令和４年３月３日 ～  桃の節句（昼食時デザート提供） 

※感染防止対策として極力行事を減らし食事提供中心にした。 

   （入居者状況） 

       身体状況 

              杖歩行者                  男性１名、女性４名 

              シルバーカー・歩行器使用者  男性１名、女性１７名 

              ヘルパー利用者            男性７名、女性１１名 

              車椅子使用者              男性 名、女性 ２名 

              要支援１（８名） 要支援２（６名） 要介護１（１２名） 



 

       要介護２（７名） 要介護３（２名） 要介護４（１名） 

       要介護５（０名） 

              デイサービス利用者        男性５名、女性１４名 

       デイケア利用者       男性２名、女性 ３名 

              訪問看護利用者            男性１名、 女性 ２名             

      訪問医療           男性０名、 女性 ５名 

                  

  （新型コロナウイルス感染状況） 

令和４年２月１２日１名、１５日１名新型コロナウイルス感染者発生。 

    感染した入居者が入院できず各々の居室に１０日間隔離   

           習志野保健所の指導の元１日３回の体調確認（検温、水分補給・服薬） 

           館内消毒の徹底、防護服着用による感染防止 

    入館制限及び関係各位への情報発信、連絡・調整 

    職員、入居者全員のPCR検査実施 

      鎌ヶ谷医師会（鎌ヶ谷セントラルクリニック）による訪問検査 

       鎌ヶ谷市高齢者福祉課よりマスク、フェイスシールド等の寄付 

    施設共用部の使用中止 

毎食前入居者全員の検温・体調確認、食事・水分の居室配膳 

使用中止から８日目１人３０分、時間を決め浴室解放（一人ずつ） 

外部サービスで入浴していた方々は職員による入浴介助 

 

   （事故状況） 

       居室内での急変後病院搬送 

        

    (家族とのつながり) 

              体調変化、介護サービス検討及び導入時、その他問題発生時にはすみ

やかに家族（保証人）に連絡の上対処する。 

 

  （新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業） 

①入院できず施設で療養した入居者の療養支援費 

        一日に付き１人￥１０,０００の支給（最大１５日分） 

        合計２６０，０００円 

       ②感染症対策に要する費用 

        定員１名に付き￥３７,０００（６０名×￥３７,０００） 

        防護服、マスク等衛生用品・消毒薬各種・居室配膳用弁当箱等 

        合計２５０,０００円（在庫補充分のみ） 

  （新型コロナウイルス感染症対策） 

①蔓延等防止措置時の面会制限と入居者への外出自粛要請 

②食事時間の二部制・黙食及び食堂テーブルの配置変更 

③共用部の換気及び朝・夕の消毒作業 

       ④館内入館者全員（入居者・家族、職員、外来者）のマスク着用、 



 

        手指消毒及び検温の徹底 

       ⑤職員の体調不良時の出勤制限 

       ⑥職員のエッセンシャルワーカーとしての自覚と責任 

        ⑦入居者、職員３回目ワクチン接種の実施（２/１０，２/１７） 

 

   （訓    練） 

             通年 防火、防災訓練の実施。（年２回） 

                          令和３年 ６月 

            令和４年 ３月 

                 ※ 感染症防止の観点から６月のみ行った。 

                          

（シルバー人材センター） 

       毎日の館内清掃の依頼・適時施設植栽剪定及び除草作業の依頼 

  

   （研    修） 

              施設内研修（全職員対象） 

             令和４年３月 新型コロナウイルス感染時振り返り ～ 相談員 

              ※施設内で感染者がでた時の振り返り、反省点等 

           

   （会  議） 

              ケアカンファレンスの開催（毎日） 

                        ケアハウス入居者・デイサービス利用者の状況把握、処

遇等について全職種が参加 

              職員会議 

                        情報交換及び行事計画等について開催 

            各施設サービス内容の検討  

       各委員会活動 

       ○事故防止対策委員会 ～ 介護事故全般の他転倒事故等の検証 

       ○感染症対策委員会 ～ 各種感染症予防啓発活動、講習会の開催 

                   及び研修会への参加 

       ○災害対策委員会 ～ 防災訓練の実施及び非常食の管理、消防研

修への参加、震災対応。(訓練は１回実施) 

       ○社内研修 ～ 職員のスキルアップを目指し担当職員が個々に 

               内容を決めて研修会を開催 



 

         令和3年度「デイサービスセンター梨花苑」事業報告書（４月～６月末） 

 

［運営形態］ 

１．利用定員         ２５名/１日 

 

２．利用時間         ９：３０～１５：４５ （６時間以上７時間未満） 

 

３．営業日      月曜、火曜、水曜、金曜、土曜（週５日営業） 

 

４．利用単価 

 

 

※収入に応じて、基本単価・加算（介護保険）が２割・３割負担になることが 

あります。 

 

☆ 入浴介助加算Ⅰ 

・￥ ４０/１回 

 

同一建物・送迎減算 

・介護 \-９４（往復） \-４７（片道） 

・要支援１ \-３７６/月 要支援２ \-７５２/月                     

 

☆ 食事代￥４８０（おやつ代込） 

 

※ 地域加算 ：２．７％（6級地） 

 

 

 

 

 

 

一日あたりの利用料 介護保険適用時の 
自己負担金額（１割） 

介護保険適用時の 
自己負担額（２割） 

要支援１ 

 

１,６７２円 ３,３４４円  

要支援２ ３,４２８円 ６,８５６円  

 要介護１ ５８１円 １,１６２円  

 要介護２ ６８６円 １,３７２円 

 要介護３ ７９２円 １,５８４円 

 要介護４ ８９７円 １,７９４円 

 要介護５ １,００３円 ２,００６円 

 入浴加算 ４０円 ８０円 



 

 

５.新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬算定について 

  

【令和3年9月30日までの上乗せ分】 

 

※１月当たりの基本報酬に0.1％を乗じた額〈四捨五入。ただし、１単位未満とな

る場合は切り上げ。〉 

※コロナ禍での臨時的な取り扱いになる為、算定可能期間は令和3年4月1日から 

令和3年9月30日まで 

 

６．令和３年度介護サービス情報の公表に係る調査について 

   ＷＥＢシステムを利用し基本情報、運営情報を千葉県介護サービス情報公表 

   継続中 

７．防火・防災訓練について  

まん延防止又は緊急事態宣言期間中の為、延期 

８．介護保険利用実績 

 総登録者数 男性 ６名、女性１８名 合計２４名（令和３年６月３０日現在） 

  （介護度内訳） 

 

 

 

 

 

 

・介護予防  支援１ 男性１名、女性２名  支援２ 男性０名、女性２名 

    利用廃止人数     男性 ３名、女性 ９名  合計１２名 

    新規登録者数     男性 ０名、女性 ０名  合計 ０名 

    実利用平均稼働率     ４４％（一日平均１１名利用） 

               

［請求方法］        

  国保連への伝送請求 

 ・介護オンライン請求（電子請求証明発行手数料）    ～ １３,２００円 

 ・介護給付費単位数標準マスタ利用契約（国保連との契約）～ ９，０００円 

 ・介護保険給付伝送システム保守契約（ＳＣシステムズ）  ～ ３２,５５１円 

 

 

 

 

 

 

 

介護度 男性 女性 小計 
要介護１ ３名 ６名 ９名 
要介護２ ２名 ７名 ９名 
要介護３ ０名 １名 １名 
要介護４ ０名 ０名 ０名 
要介護５ ０名 ０名 ０名 
合    計 ５名 １４名 １９名 



 

 ［行事、毎月の誕生会、レクリェーション］ 

 ※緊急事態宣言及び、まんえん予防の為その他行事等中止。 

 

☆ 毎朝ラジオ体操、昼食前の体操、レクリェーション前の手の体操、    

ストレッチ 口腔体操、カラオケ体操の実施 

 ☆ 毎月１回の誕生会 

 ☆ 余暇活動（習字、折り紙、塗り絵、共同制作等） 

 

［研    修］ 

 ・千葉県通所介護集団指導（緊急事態宣言中の為中止） 

 ・ 鎌ヶ谷市在宅医療・介護連携推進事業研修会 

 ※緊急事態宣言、まんえん防止の為その他、研修等中止。 

 

[施設内研修] 

 ・高齢者の転倒・怪我ついて。 

 ・熱中症、脱水症、食中毒、感染症への心得 

 ・高齢者の虐待防止について 

 ・ＡＥＤ講習会 

 ・プライバシー保護いついて、苦情対応について、接遇マナー 

 ・新型コロナ感染予防、対応講習 

 ・職員基礎研修（身体拘束、認知症、倫理） 

 ※一部施設内研修は新型コロナ感染症による感染予防の為、中止又は 

簡素化して実施 

 

 [ボランティアの受け入れ] 

・緊急事態宣言及びコロナ感染予防の為中止 



令和 3 年度「居宅介護支援事業所梨花苑」事業報告書  

 
＜運営状況＞ 

１． 営業時間      ９：００～１７：００ （月）～（金） 

 

２．ケアマネ担当件数    <令和 3 年 4/1 ～令和 4 年 3/31＞  

・介護予防サービス計画作成（介護予防マネジメント費含） 件数   合計 119 件 
・要介護者担当件数        合計 462 件 

 

３．報酬単価        要介護１・２          １,０５７単位（１件） 

              要介護３・４・５        １,３７３単位（１件） 

              初回加算              ３００単位（１件） 

              介護予防支援費   （要支援 1.2）４,５６３円（１件） 

              介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費（要支援 1.2）４,５６３円（１件） 

              入院時情報連携加算Ⅰ         ２００単位（１件） 

              入院時情報連携加算Ⅱ             １００単位（１件） 

              退院・退所加算（Ⅰ）イ ４５０単位（１回） 

              地域加算（6 級地） 基本単位 ×10.42％上乗せ 

 

４．要介護認定調査 

  ・各市町村と介護保険認定調査の委託契約締結 

  ・各市町村から委託される介護保険更新等における認定調査を自宅、病院、施設で実施 

   ・要介護認定調査 委託料（鎌ヶ谷市）１件 4,400 円 税込 ※ 委託料は市町村によって違う 

 ＜令和 3 年度 認定調査 委託件数＞  
・鎌ヶ谷市 0 件 ・渋谷区 3 件 ・足立区 1 件 

                                             合計 4 件 

 

 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 1１月 12 月 1 月 2 月 3 月   計 

要支援 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 6 6 46 

要支援 2 8 8 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5 73 

要支援計 11 11 11 9 9 9 ９ 8 9 11 11 11 119 

要介護１ 16 16 16 16 16 15 16 16 17 20 20 20 204 

要介護２ 15 14 14 14 14 14 13 13 13 14 13 11 162 

要介護 3 6 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 73 

要介護 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 17 

要介護５ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

要介護計 39 37 37 37 37 36 35 ３7 ３9 44 43 41 462 



５．利用者への対応 

  ①利用者、家族への訪問及び調査（アセスメント） 

  ②利用者、家族への説明及び契約 

  ③市町村への届け出 

  ④居宅サービス計画書原案の作成、利用者、家族へ説明 

  ⑤居宅サービス計画書の作成及び利用者へ同意を得る 

  ⑥介護サービスの選定、業者との連絡調整 

  ⑦介護サービスの決定及び担当者会議の開催、介護サービス開始 

  ⑧月１回の定期訪問及びモニタリング 

  ⑨給付管理 

  ⑩在宅生活が困難な方への介護施設への入所協力 

 

 

６．より良い在宅生活を目指し介護サービス等導入への支援 

・関係行政機関、各施設（病院・介護老人保健施設等）、各市町村との連携及び 

  他のケアマネジャー、サービス事業所と情報交換をして在宅生活を支援する。 

 

 

７．研修等 

・職場内研修の実施、参加（認知症対応、プライバシー保護、倫理法令順守、身体拘束等） 

 

 

 

8．新型コロナウイルス感染症防止対策 

・ケアマネジメントサービスを提供するにあたり、感染予防を徹底し下記の事項 に気をつけ 

居宅介護支援事業に従事した。 

①  ご家族、関係機関と連携し利用者の感染症有無を確認。  

②   ケアマネジャーが自ら感染をうつさないよう十分注意する。また、 

ケアマネジャー家族の感染疑いや体調不良時にも接触や訪問は控えた。 

③  感染症の特徴及び対処法をあらかじめ十分に理解する。  

④  出勤前の検温と 事業所の清潔と換気を心掛け手洗い消毒を徹底する。 

⑤  業務中は常にマスクを着用し不要な訪問や会議は控える。 

⑥  利用者から接触（訪問等）を希望したくない意向がある場合は利用者、

家族の意向を尊重し電話等で体調等確認した。 

⑦  定期的に法人職員と新型コロナウイルス感染症に関する情報を共有

し、対策を検討して実行した。 

 


